
第２６号議案 

 

加東市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

 

加東市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

                            加東市長 安 田 正 義 

 

加東市条例第  号 

 

   加東市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 加東市手数料条例（平成１８年加東市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表許認可手数料の部介護保険指定申請の款に次のように加える。 

５９ 介護保険法第７９条第１項の規定に基づく指定居

宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

２０，０００円

６０ 介護保険法第７９条の２第４項において準用する

同法第７９条第１項の規定に基づく指定居宅介護

支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 

１ 件

に つ

き 

１０，０００円

   附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の加東市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請の

あった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料につい

ては、なお従前の例による。 

 



加東市手数料条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、指定居宅介護支援事業者の

新規指定申請及び指定更新申請に対する審査に係る事務が、都道府県から市町村に移譲さ

れたことに伴い、当該事務が特定の者のためにする事務であることから、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２２７条の規定により、手数料を徴収するものである。 

 

２ 改正内容 

  加東市内の指定居宅介護支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請に係る審査に対す

る手数料を定めること。（別表関係） 

 指定居宅介護支援事業者 

 新規指定申請の審査 ２０，０００円  指定更新申請の審査 １０，０００円 

※手数料の額は、兵庫県及び兵庫県内の政令市・中核市と同額 

北播磨市町についても同額を予定している。 

 

３ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

４ その他  

手数料徴収の対象となる事業所数は、市内１３事業所（休止中２事業所を除く。）である。   

第２６号議案 要旨 



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

別表（第２条関係） 
 

   手数料を徴収する 

事務 

手数料の額 

(略) (略) (略) （略） （略） 

(略) (略) （略） （略） 

許

認

可

手

数

料 

(略) (略) （略）  （略） （略） 

介

護

保

険

指

定

申

請 

(略) (略) (略) (略) (略) 

(略） （略） （略） （略） 

別表（第２条関係） 

   手数料を徴収する 

事務 

手数料の額 

(略) (略) (略) （略） （略） 

(略) (略) （略） （略） 

 

許

認

可

手

数

料 

(略) (略) （略）  （略） （略） 

介

護

保

険

指

定

申

請 

(略) (略) 

 

(略) (略) (略) 

(略) （略） 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

５９ 介護保険法第７９条第１

項の規定に基づく指定居

宅介護支援事業者の指

定の申請に対する審査 

１件 に

つき 

２０，０

００円 

６０ 介護保険法第７９条の２

第４項において準用する

１件 に

つき 

１０，０

００円 

第
２
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号

議
案

 
新

旧
対

照
表

 



同法第７９条第１項の規

定に基づく指定居宅介護

支援事業者の指定の更新

の申請に対する審査 
 

 


